
八潮市役所　☎048-996-2111

（2）広報

腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

No.8３０ 令和２年（2０2０年）１月1０日

還付申告受付日程 越谷税務署
☎965-8111（音声案内）へ

確定申告に関するお問い合わせは

確定申告に関する情報や申告書作成コーナ
ーの情報は国税庁のホームページ（https:
//www.nta.go.jp/）でご覧いただけます。

　
次
の
う
ち
、
源
泉
徴
収
票
を
お

持
ち
で
、
所
得
税
等
が
還
付
に
な

る
方

①
退
職
な
ど
で
年
末
調
整
が
済
ん

で
い
な
い
方

②
給
与
所
得
者
や
公
的
年
金
等
の

受
給
者
で
医
療
費
控
除
を
受
け
る

方③
公
的
年
金
等
の
受
給
者

※
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４００

万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
他
の

所
得
金
額
が
２０
万
円
以
下
で
あ
る

場
合
、
所
得
税
等
の
確
定
申
告
は

不
要
で
す
が
、
所
得
税
等
の
還
付

を
受
け
る
場
合
は
、
確
定
申
告
が

必
要
で
す
。
な
お
、
確
定
申
告
が

不
要
で
も
各
種
控
除
の
適
用
を
受

け
る
方
は
、
市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
に
必
要
な
も
の

・
令
和
元
年
分
の
給
与
所
得
ま
た

は
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

（
原
本
）

・
申
告
者
本
人
名
義
の
預
貯
金
で

金
融
機
関
名
と
口
座
番
号
の
分
か

る
も
の
（
通
帳
な
ど
）

・
印
鑑
、
電
卓
、
筆
記
用
具

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
原
本
と

写
し
、
ま
た
は
個
人
番
号
が
確
認

で
き
る
書
類（
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

と
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運

転
免
許
証
や
健
康
保
険
の
被
保
険

者
証
な
ど
）
の
原
本
と
写
し

※
こ
の
他
、
申
告
の
内
容
に
応
じ

て
次
の
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

①
退
職
な
ど
で
年
末
調
整
が
済
ん

で
い
な
い
場
合
お
よ
び
公
的
年
金

等
の
申
告
を
す
る
場
合

・
社
会
保
険
料
（
健
康
保
険
料
な

ど
）、
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険

料
な
ど
の
支
払
証
明
書
《
加
入
先

保
険
会
社
な
ど
で
発
行
》

②
医
療
費
控
除
・
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
（
※
）（
医
療

費
控
除
の
特
例
） 

の
い
ず
れ
か
の

適
用
を
受
け
る
場
合

・
令
和
元
年
（
平
成
３１
年
）
中
に

支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
の
代

替
と
し
て
医
療
費
控
除
の
明
細
書
、

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

の
明
細
書

（
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け

た
医
療
費
通
知
〈
医
療
費
の
お
知

ら
せ
な
ど
〉
を
添
付
す
る
と
明
細

書
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
）

・
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
を
受
け
る
方
は
、
一
定
の
取
り

組
み
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
書
類（
特
定
健
康
診
査
な
ど
）

※
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
…
医
療
用
医
薬
品
か
ら
市
販
の

医
薬
品
に
転
用
さ
れ
た
医
薬
品
の

購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
に
適
用

さ
れ
る
医
療
費
控
除
の
特
例

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の

還
付
申
告
会
な
ど
の
お
知
ら
せ

還
付
申
告
会
な
ど
の
お
知
ら
せ

　
令
和
元
年
分
の
所
得
税
等
の
還
付
申
告
会
を
開
催
し
ま
す
。
ご
自
身
で
確
定
申
告
書
の
作
成
を
行
い
、
そ

の
場
で
提
出
が
で
き
ま
す
の
で
、
必
要
な
書
類
を
お
持
ち
の
う
え
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

物
市
民
税
課
☎
奮
２
０
６

　
市
と
越
谷
税
務
署
で
は
、
次
の
と
お
り
、
申
告
に
関
す
る
相
談
お

よ
び
受
付
を
行
い
ま
す
。

◇八潮メセナ会場（集会室）
受　付　日 受　付　対　象　者 受　付　時　間 留　意　事　項

2月4日㈫～6日㈭

・�退職などで年末調整が済ん
でいない方

・�給与所得者で医療費控除を
受ける方

・�公的年金等の受給者で医療
費控除を受ける方

・�公的年金等の受給者かつ給
与所得者である方

・午前９時30分～10時30分
・午後1時～2時30分

※八潮メセナの開館は、
　午前９時からです。

・ふるさと納税（寄附金控除）や住宅借入金等特別
控除（令和元年(平成31年)入居分）などの受付は
行っていません。

・混雑の状況によっては、午前の受付でも午後とな
る場合や午後の受付を早めに締め切る場合があり
ます。

・初日は大変混雑しますので分散にご協力ください。
・八潮メセナへのお問い合わせはご遠慮ください。

◇税理士事務所など（税理士会主催：完全予約制）
受　付　日 場　所 受　付　対　象　者 受　付　時　間 留　意　事　項

2月1日㈯～15日㈯ 税理士事務所 ・公的年金等を受給して
いる方

・給与所得者で医療費控
除を受ける方

・退職などで年末調整が
済んでいない方

午前９時30分～正午、
午後1時～4時

・費用は無料ですが、相談内容によっ
ては有料になることもあります。

・月～金曜日（午前９時～午後4時）の
間に予約の電話をお願いします。

・完全予約制のため、事前予約のない
方は、ご利用できません。

2月4日㈫ 越谷市中央市民会館
（5階） 午後1時～4時

2月7日㈮ 八潮メセナ（集会室） 午前９時30分～正午

仏事前に、関東信越税理士会越谷支部（☎962－6131）へ

　給与を支払う事業所（会社
など）は、正社員、パート、
アルバイトなどの雇用形態に
かかわらず、給与を受給した
方の「給与支払報告書（個人
別明細書）」を受給した方の居
住する市町村に総括表ととも
に、１月３１日までに提出してく
ださい（昨年中に就職や退職
をした場合でも、提出してく
ださい）。
物市民税課☎焚206

給与支払者(会社など)の皆さんへ

対
象
と
な
る
方

対
象
と
な
る
方

確
定
申
告
と
市
民
税･

県
民
税
申
告
の
受
付

場　所 日　　時 内　容

イオンレイクタウン
kaze（かぜ）
3階イオンホール

2月17日㈪～ 3月16日㈪（土・
日曜日、祝日などを除く）午前
９時～午後 4時
※ただし平日以外でも 2月24日㉁
と 3月 1日㈰に限り開場します。

所得税等・個
人消費税・贈
与税の確定申
告の相談およ
び受付

出
張
申
告

古新田公民館 2月17日㈪

午前 ９時30分～11時、
午後1時30分～ 3時
30分 市民税・県民

税の申告、簡
易な所得税の
申告受付

大曽根中公民館 2月18日㈫

八條公民館 2月1９日㈬

ゆまにて 2月20日㈭

資料館 2月21日㈮

八潮メセナ展示室
2月25日㈫～ 3月16日㈪　午前
９時～11時、午後 1時～ 4時
※ 3月 1日㈰の午前 ９時～11時
に限り開場します。

※混雑状況により受付時間内でも受付を終了する場合があります。
※申告会場施設へのお問い合わせはご遠慮ください。
※詳しくは、広報やしお２月号でお知らせします。

八
潮
市
中
小
企
業
小
口

・近
代
化
資
金
融
資
利
子�

補
給
金

❶
　
中
小
企
業
小
口
・
近
代
化
資
金

融
資
を
利
用
し
て
い
る
方
に
対
し
、

毎
年
支
払
っ
た
利
子
額
の
３０
パ
ー

セ
ン
ト
を
補
助
し
ま
す
。
た
だ
し
、

現
在
の
景
気
情
勢
を
考
慮
し
平
成

３１
年
１
月
か
ら
令
和
元
年
１２
月
ま

で
に
支
払
っ
た
利
子
額
に
つ
い
て

は
、５０
パ
ー
セ
ン
ト
を
補
助
し
ま
す
。

　
補
助
対
象
の
方
に
は
、
個
別
に

申
請
書
類
な
ど
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
商
工
観
光
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。新

規
創
業
資
金

融
資
利
子
補
給
金

❷
　
市
内
に
お
い
て
、
新
た
に
事
業

を
起
こ
す
た
め
に
借
り
受
け
た
資

金
に
係
る
利
子
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
者

　
次
の
全
て
を
満
た
す
方

・
市
内
で
引
き
続
き
６
カ
月
以
上

住
所
を
有
す
る
方

・
市
税
を
完
納
し
て
い
る
方

・
平
成
３１
年
１
月
か
ら
令
和
元
年

１２
月
の
期
間
で
、
借
入
資
金
に
対

す
る
支
払
い
の
遅
延
日
数
が
１２０
日

未
満
の
方

対
象
と
な
る
資
金

・
埼
玉
県
起
業
家
育
成
資
金

・
埼
玉
県
女
性
・
若
者
経
営
者
支

援
資
金
（
女
性
・
若
者
起
業
家
支

援
貸
付
）

・
日
本
政
策
金
融
公
庫
新
規
開
業

資
金

・
日
本
政
策
金
融
公
庫
女
性
・
若

者
／
シ
ニ
ア
起
業
家
支
援
資
金

・
日
本
政
策
金
融
公
庫
新
創
業
融

資
制
度

利
子
補
給
の
額

　
借
入
資
金
を
受
け
た
日
か
ら
３

年
以
内
に
支
払
っ
た
利
子
額
（
利

子
が
１.5
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場

合
は
、
１.5
パ
ー
セ
ン
ト
の
額
）

―
①
②
共
通
―

仏
１
月
２４
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

窓
口
ま
た
は
郵
送
で
商
工
観
光
課

（
☎
焚
４
７
９
）
へ

利
子
補
給
金
申
請
の

利
子
補
給
金
申
請
の

��

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

市
内
中
小
企
業
者
の
方
へ

【平成31年度対象者】
・受診日に八潮市に住民票がある方で、昭和
４7年４月２日から昭和５４年４月１日生まれの男性
※クーポン券をお持ちでない方は、保健セン
ターにお問い合わせください。
※昭和３7年４月２日から昭和４7年４月１日生まれ
の男性の方も検査を受けることができますの
で、希望する方は保健センターまでご連絡く
ださい。

腹３月３１日まで
沸無料
　検査の結果、抗体の低い方は、予防接種も
無料で受けることができます。
仏実施医療機関に電話で予約
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

男性の風しん抗体検査

物保健センター☎995-３３８１
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